
船舶事故調査報告書 

令和元年１１月２０日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 乗揚 

発生日時 令和元年５月５日 １９時３５分ごろ 

発生場所 新潟県上越市関川 

 直江津港導流堤北灯台から真方位１５１°９９０ｍ付近 

 （概位 北緯３７°１０.８′ 東経１３８°１４.９′） 

事故の概要  プレジャーボートTORA
ト ラ

丸は、南進中、プロペラ翼に浮遊していたロ

ープが絡まって航行不能となり、消波ブロックに乗り揚げた。 

事故調査の経過 令和元年５月１６日、主管調査官（仙台事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

プレジャーボート TORA 丸、２.６トン 

 ２５０－５５０８０新潟、個人所有 

 乗組員等に関する情報 船長、二級小型 

 負傷者 なし 

 損傷 船底外板に擦過傷、プロペラ翼に欠損 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南南西、風力 １、視界 良好 

水象：水上 平穏、潮汐 下げ潮の末期 

日没時刻：１８時４０分ごろ 

 事故の経過  本船は、船長が１人で乗り組み、知人３人を乗せて関川の河口を上

流に向けて南進し、マリーナの所在する支流に向けて左転しようとし

た際、船長が船外機の運転音の低下に気付き、船外機を点検しようと

して中立運転としたところ、川の流れによって右岸方に圧流され、川

岸の水面下に設置されていた消波ブロックに乗り揚げた。 

 船長は、本事故後、船外機をチルトアップし、プロペラ翼に本船の

ものではないロープが絡まっているのを認めた。 

 本船は、錨及び錨索を備えていた。 

本船の喫水は、船首が約０.３ｍ、船尾が約０.６ｍであった。 

分析  本船は、南進中、船外機のプロペラ翼に浮遊していたロープが絡ま

った際、投錨せずに船外機を中立運転としたことから、川の流れによ

って圧流され、消波ブロックに乗り揚げたものと考えられる。  

原因  本事故は、夜間、本船が、南進中、船外機のプロペラ翼に浮遊して

いたロープが絡まった際、投錨せずに船外機を中立運転としたため、

川の流れによって圧流され、消波ブロックに乗り揚げたものと考えら

れる。   

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・航行中に運航不能となった場合、圧流されないよう直ちに投錨す



ること。  


